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赤
ち
ゃ
ん
と
い
う
の
は
日
に
日
に
成
長
す
る
の
で
面
白

い
も
の
で
す
。
生
後
９
ヵ
月
の
我
が
家
の
赤
ち
ゃ
ん
は
、

最
近
、
抱
っ
こ
し
て
ほ
し
い
と
き
は
叫
ん
で
ア
ピ
ー
ル
し

た
り
、
ミ
ル
ク
が
も
ら
え
る
と
予
想
し
た
の
に
も
ら
え
な

い
と
怒
っ
た
り
、
こ
ち
ら
が
寝
か
せ
よ
う
と
す
る
と
意
図

を
察
し
て
眠
ろ
う
と
し
て
く
れ
た
り
。
な
ん
と
な
く
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
成
立
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し

た
。 

 

成
長
に
も
い
ろ
ん
な
成
長
が
あ
り
ま
す
が
、
私
と
し
て

は
、
自
分
と
他
人
の
区
別
が
つ
く
よ
う
に
な
る
と
い
う
こ

と
も
重
要
な
成
長
だ
な
と
思
い
ま
す
。
ま
だ
我
が
家
の
赤

ち
ゃ
ん
は
、
自
分
の
好
き
な
も
の
と
他
人
の
好
き
な
も
の

が
違
う
と
い
う
こ
と
を
分
か
っ
て
い
な
い
と
思
い
ま
す

が
、
１
～
２
歳
に
な
る
と
少
し
ず
つ
分
か
っ
て
く
る
よ
う

で
す
。 

 

昔
、
私
の
弟
が
「
６
歳
に
な
っ
た
ら
姉
ち
ゃ
ん
に
追
い

つ
け
る
と
思
っ
た
の
に
、
そ
の
時
に
は
姉
ち
ゃ
ん
は
８
歳

に
な
っ
て
い
て
、
い
つ
ま
で
も
追
い
つ
け
な
い
。
そ
の
こ

と
か
ら
、
他
人
に
も
時
間
が
流
れ
て
い
る
と
分
か
っ
た
」

と
言
っ
て
い
ま
し
た
。 

 

そ
の
人
に
は
そ
の
人
の
時
間
が
流
れ
て
い
て
、
好
き
な

こ
と
が
あ
っ
て
、
嫌
い
な
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
よ
く
「
自

分
が
さ
れ
て
嫌
な
こ
と
は
他
人
に
し
な
い
」
と
言
い
ま
す

が
、
自
分
が
さ
れ
て
嫌
で
は
な
い
こ
と
で
も
、
も
し
か
し

た
ら
相
手
は
嫌
だ
と
思
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
こ
と

を
理
解
し
て
、
相
手
が
嫌
が
る
こ
と
は
し
な
い
、
相
手
が

喜
ぶ
こ
と
を
し
て
あ
げ
る
、
と
い
う
の
が
思
い
や
り
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。 

 

大
人
に
も
難
し
い
こ
と
で
す
か
ら
、
０
歳
児
に
は
高
度

か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
少
し
ず
つ
一
緒
に
成
長
し
て
い
け

れ
ば
い
い
な
と
思
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

釜
澤 

菜
穂  

「
朝
日
新
聞
政
治
部」
と
日
本
の
凋
落 

8 

１ 

知
人
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
で
あ
る
鮫
島
浩
さ
ん
が

朝
日
新
聞
を
昨
年
退
社
し
、
フ
リ
ー
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ

ス
ト
と
し
て
出
版
し
た
「
朝
日
新
聞
政
治
部
」
（
講

談
社
）
と
い
う
本
が
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
な
っ
て
い

る
。 

 
 

鮫
島
さ
ん
は
、
朝
日
新
聞
を
代
表
す
る
政
治
部
出

身
の
記
者
で
歴
代
の
大
物
政
治
家
の
バ
ン
キ
シ
ャ
を

務
め
た
政
界
通
の
敏
腕
記
者
で
あ
っ
た
。 

 

２ 

彼
の
人
生
が
狂
っ
た
の
は
、
３
．
11
の
福
島
原
発

事
故
で
あ
る
。
鮫
島
さ
ん
は
、
事
故
後
に
政
府
が
ひ

た
隠
し
に
し
て
い
た
福
島
第
一
原
発
の
吉
田
所
長
の

『
調
書
』
を
入
手
し
、
ス
ク
ー
プ
記
事
と
し
て
発
表

す
る
。
東
日
本
消
滅
の
危
機
が
迫
っ
て
い
た
中
で
、

吉
田
所
長
の
指
示
と
は
裏
腹
に
作
業
員
の
大
半
が
第

一
原
発
か
ら
退
避
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
シ
ョ
ッ
キ

ン
グ
な
事
実
を
暴
露
す
る
も
の
で
、
大
き
な
反
響
が

朝
日
新
聞
社
に
は
寄
せ
ら
れ
た
。 

 
 

表
現
の
不
正
確
さ
に
つ
い
て
は
、
鮫
島
氏
は
後
日

釈
明
記
事
を
出
す
こ
と
を
提
案
し
た
が
、
功
を
焦
る

会
社
は
、
こ
れ
を
拒
否
す
る
。
そ
の
こ
と
が
命
取
り

と
な
り
、
当
時
不
祥
事
と
し
て
騒
が
れ
て
い
た
従
軍

慰
安
婦
を
め
ぐ
る
「
吉
田
証
言
」
問
題
、
そ
の
対
応

を
批
判
し
た
池
上
彰
氏
の
評
論
記
事
の
不
掲
載
問
題

な
ど
で
社
会
的
批
判
を
受
け
る
中
で
、
ス
ケ
ー
プ

ゴ
ー
ト
と
し
て
鮫
島
さ
ん
は
「
誤
報
」
記
事
の
責
任

を
取
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。 

 

３ 

同
じ
よ
う
な
体
験
を
し
た
と
い
う
辻
野
晃
一
郎
氏

（
グ
ー
グ
ル
日
本
法
人
元
代
表
）
の
書
評
は
ま
さ
に

的
を
射
た
論
評
で
あ
る
。 

 
 

朝
日
新
聞
の
凋
落
は
、
他
人
事
で
は
な
く
、
日
本

企
業
い
や
国
家
を
含
め
た
あ
ら
ゆ
る
組
織
が
凋
落
す

る
理
由
が
、
鮫
島
さ
ん
の
本
に
は
描
か
れ
て
い
る
と

論
評
す
る
。
凋
落
の
本
質
は
、
自
滅
で
あ
り
、
変
わ

る
べ
き
タ
イ
ミ
ン
グ
で
変
わ
る
こ
と
が
で
き
な
い
存

在
は
、
そ
れ
が
企
業
だ
ろ
う
が
国
家
だ
ろ
う
が
個
人

だ
ろ
う
が
例
外
な
く
滅
び
ゆ
く
。
辻
野
氏
は
、
別
の

言
葉
で
こ
れ
を
「
日
本
病
」
と
呼
び
、
①
過
去
の
成

功
体
験
か
ら
抜
け
出
せ
な
い
ま
ま
過
度
に
失
敗
を
恐

れ
て
現
状
変
更
を
嫌
い
時
代
の
変
化
に
つ
い
て
い
け

な
く
な
る
こ
と
、
②
個
人
が
組
織
や
主
君
に
滅
私
奉

公
す
る
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
型
の
関
係
性
の
中
で
染
み
つ

い
た
受
け
身
体
質
・
自
己
犠
牲
体
質
と
そ
れ
に
伴
う

個
人
の
萎
縮
や
思
考
停
止
の
慢
性
化
、
が
そ
の
特
質

だ
と
指
摘
す
る
。 

 

４ 

国
の
責
任
を
免
罪
し
た
最
高
裁
判
決 

 
 

２
０
２
２
年
６
月
17
日
、
福
島
原
発
事
故
に
つ
い

て
の
国
の
規
制
責
任
不
行
使
の
責
任
が
問
わ
れ
た
４

つ
の
原
発
被
害
者
訴
訟
の
裁
判
で
最
高
裁
判
所
第
二

小
法
廷
は
、
「
事
故
は
防
げ
な
か
っ
た
」
と
国
の
責

任
を
免
罪
す
る
判
決
を
下
し
た
。
誰
も
が
国
敗
訴
を

予
想
し
て
い
た
事
件
で
あ
る
。 

 
 

日
本
の
凋
落
を
ま
た
見
せ
つ
け
ら
れ
た
瞬
間
で

あ
っ
た
。  

編 

集 

後 
記 

 

他
人
に
は
他
人
の
時
間
が
流
れ
て
い
る  
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社会保険労務士法人・行政書士事務所 

 

 17日の原発事故被害の集団訴訟（４訴訟）の最

高裁判決は、国の責任を否定した。津波の予見可

能性は「判断せず」、仮に「予見した津波に基づ

いて対策しても、実際に来た津波による電源喪失

は防げなかった」とした。 

 マスコミ各紙も、「『津波予見性』踏み込ま

ず」「原発事故『防げず』」（読売）、「対策命

じても『防げず』」（朝日）とほぼ同じ報道をし

た。国策として原発を推進してきた国が、東日本

大震災で重大事故が起きたにもかかわらず、安全

のための規制、そのための権限を国は行使すべき

だったのかという一番問われた点を最高裁はス

ルーしたのである。 

 この最高裁判決は、今後の同様の訴訟の判決の

方向を決定づけることになろう。唯一の救いは４

人の裁判官のうちの一人（三浦守裁判官）が意味

のある反対意見を述べたことだ。判決文の半分か

らはこの反対意見が展開されている。 

 

 よく考えてみれば、この最高裁判決の論理は、

第二次大戦時、さらには現在のロシアのウクライ

ナ侵略において取った政府やロシアおよび軍部の

論理と同じである。戦争の原因も被害の拡大も、

決して自然現象ではなく、因果関係があるのであ

り、「防げなかった」では片づけられないはずで

ある。 

原発事故被害訴訟で最高裁がスルーしたこと 

 



 

 

 すでに大企業については、月60時間超の残業に対する割増賃金率は2010年４月から50％となっていますが、中小企業に

ついても2023年４月から同様に引き上げられます。対象となるのは、2023年４月１日から労働させた時間についてです。

【図表参照】 

                                                                                      

 （2023年３月31日まで）                （2023年４月１日から）

 
 

 

【深夜・休日労働の取扱い】 
① 深夜労働との関係 

   月60時間を超える時間外労働が深夜（22時～５時）の時間帯に行われる場合、深夜割増賃金率25％＋時間外割増 

   賃金率50％＝75％となります。 

② 休日労働との関係 

   月60時間の時間外労働の算定には、法定休日に行った労働時間は含まれませんが、それ以外の休日（所定休日）に 

   行った労働時間は含まれます。なお、法定休日労働の割増賃金率は35％です。 
 

【代替休暇】 
 月60時間を超える法定時間外労働を行った労働者の健康を確保するため、引き上げ分の割増賃金の支払の代わりに有給の

休暇（代替休暇）を付与することができます。 

 

【就業規則の変更】 
 割増賃金率の引き上げに合わせて就業規則の変更が必要となる場合があります。 

 （例）１ヵ月の時間外労働の時間数に応じた割増賃金率は、次のとおりとする。この場合の１ヵ月は毎月〇日を起算日とする。 

     ①時間外労働60時間以下…25％ 

     ②時間外労働60時間超…50％ 
 

【具体的な算出方法（例）】 
 次のカレンダーは以下のような条件の場合です。Ａ：１ヵ月の起算日は１日、Ｂ：法定休日は日曜日、Ｃ：カレンダー中の青字は時間外労働時間数 

 
    ↑                       ↑ 

 法定休日労働            月60時間を超える時間外労働 

 
◆時間外労働（60時間以下）…カレンダー白色部分＝25％ 

◆時間外労働（60時間超）…カレンダー青色部分＝50％ 

◆法定休日労働     …カレンダー赤色部分＝35％  

  １ヵ月の時間外労働 

（１日８時間・１週40時間を

超える労働時間） 

60時間以下 60時間超 

大企業 25％ 50％ 

中小企業 25％   25％ 

日 月 火 水 木 金 土 

  １  ５時間 ２  ５時間 ３ ４  ２時間 ５  3時間 ６  ５時間 

７  ５時間 ８  ２時間 ９  ３時間 10  ５時間 11 12  ５時間 13  ５時間 

14 15  ３時間 16  ２時間 17 18  ３時間 19  ３時間 20  ３時間 

21 22  ３時間 23  ３時間 24  ２時間 25  １時間 26  ２時間 27  １時間 

28  ３時間 29  １時間 30 １時間 31  ２時間       

723,&6 

中小企業も2023年４月から、月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が50％に 
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  １ヵ月の時間外労働 

（１日８時間・１週40時間を

超える労働時間） 

60時間以下 60時間超 

大企業 25％ 50％ 

中小企業 25％   50％ 
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職場のＱ＆Ａ  

特定社会保険労務士 鎌田 勝典 

一斉休憩の原則と例外 

【一斉休憩の原則と例外】 
 労 働 基 準 法 34 条 に 休 憩 の 条 文 が あ り、第

２項に「一斉休憩の原則」がうたわれていま

す。  

 一 方、労 働 基 準 法 施 行 規 則 第 31 条 で は、

上 記 労 働 基 準 法 34 条 第 ２ 項 の 適 用 除 外 と す

る業種について定めています。その業種とは

次のとおりです。 

 よく見てお分かりのようにいずれも「一斉

休憩」を取ると困る業種です。銀行や鉄道な

どで職員が一斉休憩をとってストップしたら

困りますし、商業も一斉休憩をとってシャッ

ターを閉めたらお店がつぶれちゃいます。 

 法律的には、「一斉休憩の原則」とその例

外（一斉休憩を与えなくてもよい場合）とし

て、①労使協定がある場合、②定められた業

種の２つがあるということです。 

 

【保健衛生業とは】 
 ご質問の介護事業所は、業種として「保健

衛生業」に含まれます。保健衛生業とは、業

種分類の表を検索していただければわかるよ

うに、中分類として「社会保険・社会福祉・

介護事業」という分類があり、そこには「特

別 養 護 老 人 ホ ー ム」「介 護 老 人 保 健 施 設」

「通所・短期入所介護事業」｢訪問介護事業｣

「認 知 症 老 人 グ ル ー プ ホ ー ム」「有 料 老 人

ホーム」「その他の老人福祉・介護事業」な

どが明記されています。 

 したがって、貴事業所は、労使協定がなく

とも、一斉休憩の原則の例外として認められ

ていますので、ご安心ください。 

 

【労使協定が必要な場合】 
 なお、除外業種じゃない場合で、一斉休憩

をとると不合理な職場は労使協定を締結しな

ければなりません。この協定では、「一斉休

憩を与えない労働者の範囲」および「当該労

働者に対する休憩の与え方」について協定を

し な け れ ば な り ま せ ん（施 行 規 則 第 15

条）。ちなみにこの労使協定は監督署への届

出は不要です。 

 介護事業所を運営しています。労働基準法では休憩時間の一斉付与の例外として労

使協定方式と一定の業種の除外規定とを定めています。例外となっている業種として

「保健衛生業」とありますが、介護事業所は該当するのでしょうか？  

4XHVWLRQ ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

$QVZHU //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

労働基準法34条第２項 

 前項の休憩時間は、一斉に与えなけれ

ばならない。ただし、当該事業場に、労

働者の過半数で組織する労働組合がある

場合においてはその労働組合、労働者の

過半数で組織する労働組合がない場合に

おいては労働者の過半数を代表する者と

の書面による協定があるときは、この限

りではない。 

・運輸交通業（法別表１第４号） 

・商業（法別表１第８号） 

・金融保険業（法別表１第９号） 

・興業の事業（法別表１第10号） 

・通信業（法別表１第11号） 

・保健衛生業（法別表１第13号） 

・接客娯楽業（法別表１第14号） 

・官公署の事業（同表に掲げる事業を除く。） 
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JAZZでほっと一息                     アドバンスト・ソフト 小柳 忠章 

 Blue Velvet ブルーベルベット 

 1951年作曲家のバーニー・ウェインがリー・モ

リスと共作した曲でトニー・ベネットが歌いまし

た。1963年こんどは、ボビー・ヴィントンが歌い

再度ヒットしました。YouTubeではボビー・ヴィン

ト ン 版 が 聴 け ま す。若 い こ ろ 図 書 館 で ス ト ロ ベ

リー・ジャズというタイトルのカセットを借りてこ

の曲を聴きました。日本語で歌っていましたね。 

 

  彼女はブルーのベルベットを着ていたんだ 

  ベルベットよりも青い夜だった 

  サテンより柔らかく軽かった 

  星から来たのさ 

   

  彼女はブルーのベルベットを着ていたんだ 

  ベルベットよりも青い目をしていた 

  5月より暖かな彼女の優しい溜息 

  愛は僕たちのものだった 

 

  その愛をしっかりと抱きしめた 

  喜びが大きく膨れ上がり 

  まるで明るく燃える炎のようだった 

  でも、彼女は行ってしまった 

  もっと大きなものを残して 

 

  彼女はブルーのベルベットを着ていたんだ 

  でも、僕の心にずーっと残っている 

  大切な温かい思い出は永遠に 

  僕はまだ、ブルーのベルベットを見ることができるよ 

  涙を通してね 

 

 120曲以上もスタンダードナンバーについて書い

てきました。100曲を超えた辺りから、前に書いた

かもしれないと悩むようになりました。同じ曲につ

いて書いても歌詞を書かなければ、別の表現方法も

あるのかなとも思います。振り返ると、今まで書い

てきた曲はほとんどが演奏したことのあるもので

す。レッスンの課題曲だったり、ライブの発表曲で

あったりします。１曲を３分で演奏しても、120曲

で６時間もかかります。体が持ちませんね。 

 

 つ い で に ラ イ ブ の お 知 ら せ。７ 月 16 日（土）

14:00から吉祥寺のSmileというお店で、団塊の世代

の４人組がライブを開催します。お問い合わせを頂

けましたら、ご案内します。 

司法書士の業務つれづれ帳 第73回 
司法書士事務所リーガルオフィス白金 

代表司法書士 飯田 茂幸 

違いを生かして強くなる  

 先日、私が所属する中小企業家同友会の全国行事があり、

これに参加するため島根に行ってきた。この全国行事は女性

経営者の交流会であったため(男性経営者も参加可)、参加者

は女性が大半を占め、日常とは違う環境に身を置くことと

なった。この交流会は「違いを生かして強くなる」をテーマ

に複数の分科会と全体会が開催された。 

 分科会のグループディスカッションではファシリテーター

を務めた。女性たちは感性のままに自由闊達に意見をする。

ファシリテーターは、まとめ役でもあるが、意見はまとまら

ない。 

 でもそれがとても良い。何が良いかというと、男性中心の

討論に比べて「同調圧力」が極端に低いことが良い。男性中

心の討論は、型にはまった意見が多い。そこには「正しさ」

という同調圧力がかかっている。グループディスカッション

の結果を発表すると、コピペかと思うほど同じ意見ばかりが

出てくる。そこにイノベーションはない。 

 歴史を振り返れば、女性は社会的地位が低く、労働環境も

悪かった。制約された環境の中で創意工夫をして自らの道を

開いてきた女性達の力・女性達の活躍が未来を切り開くと

言っても過言ではない。またこれも既に古臭い意見であり、

次の世代は男女関わらず創意工夫で開拓を始めている。昭和

に活躍した世代は、次世代を見守って欲しい。 

 全体会では島根県知事のスピーチがあった。途中何度か、

言葉を慎重に選ぶ場面があった。吉野家の常務取締役の発言

が炎上した事件が象徴的だが、少し前まではウケた発言が今

は一発アウトとなる。特に影響力の大きい立場の人は薄氷を

踏む思いであろう。 

 県知事はスピーチの中で「島根は人口減少と高齢化の最先

端を行っている」と言っていた。閉会後に松江市内を歩いた

が、街に人がいない。ビルや建物は並び、シャッター通りと

いう感じもしなかったが、とにかく人がいない。立ち寄った

カフェの店主に聞いてみると、人がいないのを当たり前に感

じているようだった。 

 帰路、人がいなくなったらどうするのだろうと考えた。例

えば朝起きて、街から誰もいなくなっていたらどうするのだ

ろう。必死に誰かを探して、見つけたら肩寄せあって生きて

いく画が浮かんだ。 

 人口減少といっても、日本はまだ１億2550万人程いる(昨

年10月時点)。自分の街に人がいなくなっても、通販・オン

ラインを駆使すれば売先はある。しかし、日本は昨年１年間

で64万４千人減少しており、減少幅は比較可能な1950年以

降過去最大となった。ちなみに島根県の人口は約66万人であ

り、昨年１年間で島根県がなくなったとも見れる。 

 78年後の西暦2100年の人口予測は5060万人、西暦2200年

は1380万人と推計されている。遠からず「肩寄せ合う」時代

は来る。違いを生かして強くなることは必須だ。 

URL:http://shirokane-legal.com/ 

6 

 

 

 「退職届」は撤回できるのか？ 

オフィス・サポートNEWS 

労使トラブル110番 労働相談メール roudou@officesup.com  

  従業員から退職届が提出され、事業所としても退職を了承して諸手続きする予

定でしたが、突然、従業員本人から「退職届を撤回したい」という連絡がありま

した。経過からみて退職届は本人の自由な意思によるものと判断しており、この

まま退職の手続きを進めたいと考えているのですが、退職届の撤回に応じなけれ

ばならいのでしょうか。  

3 

4XHVWLRQ

$QVZHU /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

【退職届は「辞職の意思表示」なのか、 

     「合意退職の申込み」なのか？】 
 もし退職届が本人の辞職の意思表示であるな

らば撤回することはできません。しかし、合意

退職の申込みであったとするならば、使用者が

それを承諾したという意思表示が本人に到達す

るまで、撤回できることになります。 

 し た が っ て、「退 職 届」と い う 形 式 だ け で

「本人の自由な意思による」辞職の意思表示で

あると判断するのは早計です。例えば、退職届

の内容が「いくら慰留されても退職の意思は変

わりません」などと書かれている場合であれ

ば、本人の辞職の意思表示とみることはできる

でしょう。逆に、何らかのトラブルやハラスメ

ントなどが背景にあって、使用者側にも責任が

ある場合、あるいは使用者から解雇理由がない

にもかかわらずあるかのように言って、「退職

届を出せば退職金も満額出る」などという強迫

行為があったときに出された退職届は、必ずし

も「本人の自由な意思による」意思表示とは言

えないでしょう。 

 ご相談のケースでは、本人が退職届を撤回し

たいと言っているわけですから、もしトラブル

に発展した場合、そういうさまざまな事情を主

張してくることを想定した方がよいと思いま

す。 
 

【合意退職の申込みととらえて 

         対応することが肝心】 
 上記のような視点で考えると、退職届に対し

ては、トラブルを避けるため、原則として「合

意退職の申込み」ととらえて対応することが大

事です。 

 では「合意退職の申込み」に対して、退職の

効果はいつ発生するのでしょうか。それは、使

用者がそれを承諾し、承諾した旨を本人に伝え

たときです。承諾権者は、労働契約を締結する

権限を持つ者と同じですから、会社の規模やシ

ステムに応じて判断してください。社長である

場合もあれば、一定規模の会社であれば人事

部・労務部のような部門が権限を持つ場合もあ

ります。そのシステムに応じた承諾権者が、承

諾した意思表示が本人に到達したならば、合意

退職の効力は発生し、退職が確定することとな

ります。その後は退職届の撤回はできません。 

 

【さらにトラブルを避けるために】 
 以上が原則的な考え方ですが、より円満な解

決のためには、本人がなぜ退職届の撤回を申し

出てきたのかを考えておく必要があると思いま

す。一般的に、従業員にとって退職後の生活、

再就職の見通しに対する不安があるものです。

もし、病気などの事情があるのであれば、健康

保険から支給される傷病手当金の支給の相談に

乗ってあげた方がいいでしょう。在職時に条件

がそろえば、退職後も受給し続けることができ

ますので、配慮が必要です。また、再就職のた

めには一定の余裕期間が必要ですので、有給休

暇の取得の見通し、雇用保険からの給付の見通

しなども示し、できるならば再就職先のあっせ

んの相談にも乗ってあげた方が円満な退職につ

ながると思います。  

 
  

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  



 

 

 今回は、前々回の「２ 会社のとるべき措置の概

要」の表中の２（３）の内容を中心に解説します。 

 

１ 従業員等に対する教育・周知 
 指針では、公通法および内部公益通報対応体制に

ついて、労働者等に対して教育・周知を行うこと、

また労働者等から寄せられる、内部公益通報対応体

制の仕組みや不利益な取扱いに関する質問・相談に

対応することとされています。 

 特に、刑事罰をともなう守秘義務が課される「従

事者」１）は、不安を感じていることも考えられるの

で、十分な教育を行う必要があるでしょう。 

 ところで、改正法で保護対象とされることになっ

た退職者も、指針では教育・周知の対象とされてい

ますが、実際どのように行えばよいのかは悩ましい

問題です。しかし、今回の法改正で行政に対する通

報のハードルが下がるなど外部への通報がしやすい

環境になりつつあることをふまえると、なるべく自

社の窓口への通報を選択するように働きかけるため

には、退職者に対しても教育・周知も適切に行うこ

とが大切です。 

 

２ 是正措置等の通知 
 指針では、内部公益通報を受けた場合において、

是正に必要な措置等をとったときはその旨を、適正

な業務の遂行および利害関係人の秘密、信用、名

誉、プライバシー等の保護に支障がない範囲におい

て、通報者に速やかに通知することとされていま

す。 

 実際、通報者に対して是正措置を行うまでには何

も連絡しないと、通報者は会社が通報に対応してく

れているのか疑問や不安に駆られて、行政やマスコ

ミ等への通報も考えるようになるかもしれません。

公通法では、公益通報が行われた日から20日以内に

会社から調査を行う通知がない場合には、マスコミ

等への通報も公通法の保護の対象になり得ますの

で、誤解や行き違いを避けるためにも、通報者とコ

ミュニケーションを適切にとることが大切です。そ

のため、規定では、是正措置後の通知だけでなく、

通報を受け付けた後の対応方針の通知を「20日以内

に行うこと」も併せて規定するのがよいでしょう。 

 なお、通報者に不利益取り扱いが行われていない

かを確認するため、後日状況を確認することを義務

付ける規定例もあります２）。 

 

３ 記録の保管、見直し・改善、運用実績の開示 
 指針では、①内部公益通報への対応に関する記録

を作成し、適切な期間保管すること、②内部公益通

報対応体制の定期的な評価・点検を実施し、改善を

行うこと、③内部公益通報に関する運用実績の概要

を、適正な業務の遂行等に支障がない範囲において

労働者等及び役員に開示することとされました。 

 規定を作るうえでは①の「適切な期間」をどのよ

うに設定するのかが問題となります。これについ

て、消費者庁のＱ＆Ａでは、見直し・改善や評価・

点検のサイクル、内部・外部監査・業所管省庁等の

検査・監督上の要請、個別案件処理に当たっての必

要性、関係法令等を総合的に検討した上で、適切と

判断する期間を指すとされており、具体的な年数は

各事業者に委ねられています（内部公益通報対応体

制の整備に関するＱ＆ＡのＱ39）。 

 次に、③の「運用実績の概要」とは、指針解説

で、過去一定期間における通報件数、是正の有無、

対応の概要、内部公益通報を行いやすくするための

活動状況などが例示されています。 

 

 さて、今回取り上げた３つは、消費者庁の規程例

でも、あまり具体的な内容には触れない条文となっ

ていますが、内部通報制度を機能させるためには、

重要なポイントとなります。 

 今は、大企業以外では、窓口があっても通報実績

が皆無であるという企業も少なくありませんが３）、

内部通報制度が機能すれば、自社のコンプライアン

ス違反を未然防止・被害の拡大阻止のチャンスに繋

がるメリットもあります。今回の改正を機に、積極

的に取り組むようにしてください。 

 

 

１）「従事者」については、本連載第71回 

２）中原建夫ら「内部通報に関する内部規程例（遵

守事項版）」（消費者庁HPに掲載） 

３）消 費 者 庁 の 調 査 で は、全 体 で は「０ 件」が 

41.6％で最も高かったが、規模により差も大き

く、3,000人超規模では、０件は11.9％だった。 

失敗しない就業規則の作成・改定のポイント○74  

 オフィス・サポートNEWS 

ＭＯＲＩ社会保険労務士・行政書士事務所 

代表 森 慎一  http://office-mori.biz/ 

第74回：  内部通報規程③（完）  
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オフィス・サポートNEWS 

経営コンサルタント  野澤 周永 （株式会社Ｖコンサル） 

http://www.vcon.jp 

第110回：中小企業のデジタル化は急務！   

新シリーズ 会社を強くする『経営の切り口』 
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 私は、経営コンサルタントになる前、大手と中小の建設会

社に都合23年在籍し、その後、経営コンサルタントに転身

しました。今でも建設会社の経営コンサルティングは多くお

引受けしていますが、現在は、全業種対応で経営コンサル

ティングを行っています。そんな経営コンサルティングの場

面で最近よく出る話は、「デジタル化」だといえます。テレ

ビの「楽々精算」のＣＭで横澤直子さんが昭和の時代のオ

フィスにタイムスリップする設定で、紙の山に押しつぶそう

になりながら、「今時、紙って！『昭和か！』っつうの！」

と叫んで、つい笑いを誘われます。他人事のようにみていま

すが、中小企業のオフィスの現状をみれば、笑い事ではな

く、どこでも「当たり前にあること」というのが現実です。 

  

 デジタル化の波はここ10年、ここ５年、さらにはコロナ

禍の緊急事態宣言の開始した2020年４月以降は急激に進展

しています。ここでも、大手の資本力と中小の資本力の脆弱

さの差が際立っていると言えます。大手は、コロナ禍でステ

イホームが余儀なくされた時、一斉にステイホームに対応す

べく、リモート化・クラウド活用の環境を整えました。それ

はいわば事業継続（ＢＣＰ）の対策そのものであったと言え

ます。そのころ、中小企業はどうだったかと言えば、結局

「うちには仕事持ち返ってもできないし、ムリだね・・」と

いってステイホームが単なる「自宅待機」にしかならないと

いったケースが続発しました。また、お客様の所に行けな

い、会議ができないという点については、リモート会議をＺ

ＯＯＭやＴｅａｍｓで行うスタイルを大手の場合は短い期間

で達成し、すぐに当たり前にしました。その点、未だにリ

モート会議も「ウチの商売には関係ない」と取組まないこと

を正当化するだけの言い訳となっている中小企業もありま

す。 

 

 このコロナ禍が後押しになったことは事実ですが、過去

10年、５年を見た時に多くの総合病院が紙カルテから電子

カルテ（電カル）に切り替わったのもこの時期です。大病院

では、これが大変な情報共有につながり、例えば院内の薬剤

師がお医者様からの投薬指示内容が変わったかを病棟まで聞

きに行かなければわからなかったものが、電子カルテを見れ

ばすぐ情報共有ができるようになったとのことです。その効

率化を喜んでいます。この情報共有は、デジタル化の大きな

メリットの一つであり、例えばスケジュール共有や、日報管

理、決済のワークフローや掲示板、そしてチーム内での

チャットやチーム、リモート会議、社外招待など共有の輪を

広げれば、判断のスピード化を図ることができ、また意見の

突合せ（カンファレンス）も容易にできることで、結論の最

適化を図ることもできます。 

 

 そして、デジタル化の大きなメリットとしては、データの

使いまわしであり、ミス防止や分析の容易さにより「見える

化」を図ることができることで、主観にとらわれることなく

客観的な評価が可能になる点です。ミス防止という点では、

「エクセルを使ってＩＴ化が図られた」などと言いますが、

単なるＩＴ化は標準化やデジタル化とは似て非なるもので

す。エクセルは計算もしてくれる優れものですが、結局は打

ち間違いや資料間の不整合は発見しにくく、単体ではスピー

ドアップが図れるものの、ミスが多発する手作業ソフトと言

わざるを得ません。 

 

 また、マスター登録というのは、デジタル化の基本であ

り、マスター登録でコード化された情報は検索も容易です

し、またコードに紐づけて統計分析も可能になる、デジタル

化・標準化の根幹をなすものです。例えば、建設業の場合

は、年間多数の工事があっても、コードやキーワードで検索

すれば、たちどころにその現場の原価や利益が表示されま

す。また、工事工種ごとの予算と原価実績の対比も容易にで

きますし、更に品種品名ごとの単価の推移や、予定数量以上

に工事原価がかかっていることが表示できることから、工事

原価のＰＤＣＡを回すことが簡単にできます。建設業では製

造業のような予定原価に対し、実績原価のブレがないケース

と違い、天候条件や労務効率等で予定原価に対する大きなブ

レが生じます。この点で、その予算との差異を早期に把握

し、早期に対策を策定・実行する意味でもデジタル化のデー

タ使いまわし可能という状況が大きな力を発揮します。 

 

 今やデジタル化は中小企業にとっても早期に実現しなけれ

ば、同業他社に乗り遅れてしまうことになります。事業管

理・会計管理そして現場の日報実績管理などは一つの統合シ

ステムとして実現できれば、大きく同業他社に差をつけるこ

とができます。そして、ＩＴ導入補助金等を使って、根幹的

な情報共有システムやリモート化、テレワーク化を実現する

ところから始めるとよいです。とりわけ、社内サーバーに

データを保存するだけでは災害に対するＢＣＰとして脆弱で

す。設備投資額の山を崩す意味でも、またバージョンアップ

対応を考えてもクラウド化を進めていくことも当然ながら課

題となります。それにはどうすればよいか？まずはリーダー

である経営者が食わず嫌いにならず、デジタル化を経営者自

身のミッションとすることです。 


